
 

九州・山口９県における災害廃棄物処理等に係る相互支援協定 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖

縄県及び山口県（以下「九州・山口９県」という。）において、災害対策基本法（昭和３

６年法律第２２３号）第２条第１号に規定する災害が発生し、被災県単独では十分な対

策が実施できない場合において、九州・山口９県災害時応援協定第５条第７号の規定に

基づき、災害廃棄物処理等における初動対応を迅速かつ円滑に進めるために必要な事項

を定めるものとする。 

 

（支援の内容） 

第２条 災害廃棄物の処理に関し支援が可能な県（以下「支援県」という。）が被災し支

援を必要とする県（以下「被災県」という。）に対して行う支援の内容は次のとおりとする。 

一 職員の派遣 

二 被災県における被災状況の把握や必要な支援の検討及び実施 

三 仮設トイレの設置業者及びし尿収集運搬業者の情報収集及び支援要請等に係る連絡

調整 

四 災害廃棄物（し尿を除く）の収集運搬業者及び処理業者の情報収集及び支援要請等

に係る連絡調整 

五 被災市町村の仮置場の管理・運営及び災害廃棄物の処理に関する技術的助言 

六 前各号に掲げるもののほか、被災県が初動対応として特に要請した事項 

２ 前項第１号の職員の派遣時に必要となる物資や装備品の調達、宿泊場所の確保につい

ては、原則、支援県が行うものとする。 

 

（支援に係る手続き） 

第３条 前条に掲げる支援は、被災県からの要請に基づき実施するものとする。ただし、

支援県は、災害の実態に照らし、被災県からの速やかな支援の要請が困難と見込まれる

ときは、要請が行われる前に、必要な支援を行うことができるものとし、この場合には、

要請があったものとみなすものとする。 

 

（被災県における受援体制） 

第４条 被災県は、前条に定める要請を行った場合（同条後段において要請があったもの

とみなす場合を含む。）、被災状況や県内における連携体制等に関する情報提供や支援県

からの派遣職員や車両等の受入について、速やかに対応するよう努めることとする。 

 

 



 

（平常時の情報共有） 

第５条 九州・山口９県は、発災時に災害廃棄物の処理に係る支援を迅速かつ効率的に

行うため、平常時にあらかじめ、次の情報について相互に情報交換を行うものとする。 

一 仮設トイレの設置業者、し尿収集運搬業者及び関係団体等の情報 

二 災害廃棄物（し尿を除く）の収集運搬業者、処理業者及び関係団体等の情報 

三 市町村の災害廃棄物処理計画策定や仮置場候補地の選定に係る情報 

四 災害廃棄物処理に関する実務や専門的な処理技術などの知識・経験を有する職員

に係る情報 

五 前各号に掲げるもののほか、九州・山口９県が必要と認めた事項 

 

（連絡会議の実施） 

第６条 九州・山口９県は、第３条から前条に規定する支援等が円滑に実施されるよう、

毎年度、連絡会議を実施するものとする。 

２ 連絡会議の運営については、別途定める。 

 

（経費の負担） 

第７条 支援に要した経費は、原則として支援を受けた被災県の負担とする。 

２ 支援を受けた被災県が前項の経費を支弁するいとまがなく、かつ支援を受けた被災県

から要請があった場合には、支援県は、当該経費を一時繰替支弁するものとする。 

３ 被災県及び支援県が前２項の規定により難いと認めるときには、別に協議のうえ負担

関係を定めることができる。 

 

（補則） 

第８条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、九

州・山口９県が協議して定める。 

２ この協定は、各県が個別に又は九州ブロックとして国等他の主体と締結する災害廃棄

物処理に係る支援協定又は行動計画に基づいた取組を妨げるものではない。 

 

（適用） 

第９条 この協定は、平成２９年１０月３１日から適用する。 

  



 

 

 この協定を証するため、本書９通を作成し、各県知事記名押印の上、各１通を保有する。 

 

 

 

平成２９年１０月３１日 

 

  福岡県知事  小川  洋      宮崎県知事  河野 俊嗣 

  佐賀県知事  山口 祥義      鹿児島県知事 三反園 訓 

  長崎県知事  中村 法道      沖縄県知事  翁長 雄志 

  熊本県知事  蒲島 郁夫      山口県知事  村岡 嗣政 

  大分県知事  広瀬 勝貞 


